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神戸市の患者発生状況

第3波 入院待機者の増加

訪問事業の検討・開始

神戸市概要

人口
1,518,943人

65歳以上
433,785人

高齢化率
28.5％

※令和3年9月現在



○きっかけ

• 独居の要介護高齢者が陽性になり、ヘルパーが訪問できないため、疫学調査を行う区保健センターの保健師が
ご飯の準備や排泄介助をしなければならないケースが複数発生

○経過

• 兵庫県が令和3年2月に補助制度創設（介護サービス事業所等を利用していない感染高齢者へ訪問対応し
た場合、活動費単価（１日あたり）訪問看護52,000円、居宅介護支援43,000円）

• 神戸市福祉局で事業開始を検討→自宅療養中（入院待機者含む）の高齢者・障害者を対象として、食事
や排泄の介助などの生活支援を目的とした訪問事業を訪問看護ステーションに委託

2月初旬 事業開始前に兵庫県看護協会に事業周知依頼

重ねて、市内機能強化型訪問看護ステーションへ個別メールと電話で周知（2事業所が参加）

2月下旬 兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会神戸ブロック幹事様へ周知依頼

3月 兵庫県看護協会へ再度の周知依頼（新たに1事業所が参加）

4月 全指定訪問看護事業所へ再周知（新たに2事業者が参加）

5月下旬 計9事業者と契約

6月下旬 計11事業者と契約

訪問事業開始までの経過①
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○現状（10月末現在）

• 15箇所の事業所と契約し、第6波に備えた訪問体制を整えている。



○第4波の訪問状況

• 2月～3月末実績－19名 52回訪問

• 4月以降件数急増 4月～5月末実績（第4波）－225名 延べ約1,200回訪問

1日の訪問件数のピーク 5月2日 75件

• 実際に看護師が訪問し直接症状の確認を行うことで、多くの方から不安が軽減したとの声があり、自宅療
養を支える重要な役割を担っていただいた。

• 第4波では、入院待ちの間に症状が悪化する高齢者が多かったため、生活支援よりも医療的な支援(呼
吸状態の把握などの健康観察）を希望する訪問依頼が増加

• 4月下旬からは往診が始まり、訪問看護師と連携して必要な治療を実施。当事業と医療保険・介護保険
を利用して訪問看護指示書に基づくものが存在することになり、一部関係者に混乱が生じた。

• 当初、自宅療養患者等の高齢者の生活支援を目的として福祉局が開始した当事業であるが、医療的支
援のニーズの高まりに合わせて、往診等を所管する健康局に事業移管（第5波を迎える前）

• 現在の契約内容→訪問従事者１名１日当たり26,000円（ただし，初回訪問時には 訪問従事者１
名当たり13,000円を別途加算）

訪問事業の状況



訪問事業の流れ（新旧）

保健師

事務職

等



保健センターと訪問看護ステーションの情報共有様式
保健センター→訪問看護ステーションへの患者情報共有 訪問看護ステーション→保健センターへの患者情報共有

※市が使用するアプリでの報告も可



○訪問事業を振り返って

• 走りながら制度を構築してきたため、事業所には多大な負担をおかけしたが、「任せてください」の言葉が心強
かった。

• 第４波では、委託可能な事業所数に対して訪問対象者数が多かったため、職員の休みが十分に確保でき
なかった。

• 第５波では、参加事業所数が増加したことに加え、高齢者のワクチン接種率の増加や、重症化を防ぐための
取り組みとして、入院病床の増床、宿泊療養施2箇所追加設置、陽性者の外来診療と往診体制の充実、
抗体カクテル療法の開始などの影響により、訪問件数が8月~9月末で49件と第４波のような混乱は生じな
かった。しかし、対象者の地域的な偏り等により、委託事業所に均等に訪問依頼が出来なかったことが課題。

○第6波に向けた準備

• 訪問件数、訪問内容等に偏りが出ないような仕組みの検討

• 平常時からの訪問看護ステーションと保健所・保健センターとの連携

• 医療機関等関係機関に対する事業の周知

まとめ


